
協力金と報酬助成について 

【協力金について】 

①毎年 5月（5月 1日～31日）に、前年度に審判が下りた後見報酬 1件につき 3％を納

入して下さい。 

②納入方法は、親和銀行から指定の口座に振り込み、手数料は会員の負担となります。 

③報酬額が 1件あたり月額換算 10,000円未満の場合は納入の必要はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【報酬助成について】 

①原則として家庭裁判所に報酬付与申立てを行ってください。その結果、「後見報酬を見込

めない」か「報酬が低額な」案件であって、成年後見制度利用支援事業や公益信託成年後

見助成基金を利用できない場合に申請することができます。 

②毎年 8月（8月 1日～31日）に、「前年度に告知された報酬付与審判書の写し」と「家

庭裁判所に提出した対象期間の後見事務報告書の写し」を添付して申請して下さい。 

③対象期間については、12か月を上限とします。但し、初回報告時の諸事情ややむを得な

い理由がある場合は、理由を記載して申請し、運営委員で協議後、期間の上限を決定しま

す。 

④助成額は 1件につき月額上限 9,700円とし審判額に不足分を充足します。但し、協力金

の状況により助成額が月額上限に満たない場合もあります。 

⑤報酬助成の可否については 10月末日までに申請者に通知します。 

 

 

 


